
ワンポイント

本年４月１日から自転車運転者の一定の交通違反に交通反則通告制

度が導入されますが、自転車等を事故から守る対策として、自動車等

の運転者に対し、新たな義務も導入されます。

自動車も自転車も交通ルールを遵守して、交通事故のない安全・安

心な北海道にしましょう。

自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しましょう！
自動車等が自転車等の右側を通過するときは、十分な間隔を空けるか、十分な間隔が確保

できないときは速度を落として安全に通行しましょう！
道路を利用する者同士が、お互いに思いやりの気持ちを持って安全運転を実践しましょう！
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